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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を連続的に撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により連続的に撮像された画像同士の重複領域を特定する重複領域特定手
段と、
　前記重複領域特定手段により特定された重複領域内のテクスチャの量が所定の閾値以下
か否かを判定するテクスチャ判定手段と、
　前記テクスチャ判定手段による判定結果に基づいて、前記重複領域における画素値が所
定の範囲に入るように前記画像同士の画素値を調整する調整手段と、
　前記調整手段により画素値が調整された前記画像同士を前記重複領域が合致するように
合成する合成手段と
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記重複領域内のテスクチャの量を算出する算出手段を更に備え、
　前記テクスチャ判定手段は、前記算出手段により算出されたテスクチャの量が所定の閾
値以下か否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記テクスチャ判定手段により判定された前記重複領域に占めるテクスチャの量が前記
所定の閾値以下の領域の割合が所定の閾値以上であるか否かを判定する割合判定手段を更
に備え、
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　前記調整手段は、前記割合判定手段によりテクスチャの量が前記所定の閾値以下の領域
の割合が所定の閾値以上であると判定された場合には、前記テクスチャの量が前記所定の
閾値以下の領域における画素値が所定の範囲に入るように、前記画像の画素値を調整する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記調整手段は、前記割合判定手段によりテクスチャの量が前記所定の閾値以下の領域
の割合が所定の閾値以上であると判定された場合には、テクスチャの量が前記所定の閾値
以下ではない領域に比べ、前記テクスチャの量が前記所定の閾値以下の領域の幅を広げて
、前記重複領域における画素値が所定の範囲に入るように前記画像の画素値を調整する
　ことを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記割合判定手段は、前記重複領域の特徴点を検出し、前記重複領域における特徴点の
分布状態に基づいて、テクスチャの量が前記所定の閾値以下ではない領域とテクスチャの
量が前記所定の閾値以下の領域との割合が所定値以上であるか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項３又は４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記連続的に撮像された画像の各画像は、撮像範囲が略一方向に移動されながら撮像さ
れた画像であることを特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記画素値とは、輝度値であることを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の撮
像装置。
【請求項８】
　連続的に撮像された画像同士の重複領域を特定する重複領域特定手段と、
　前記重複領域特定手段により特定された重複領域内のテクスチャの量が所定の閾値以下
か否かを判定するテクスチャ判定手段と、
　前記テクスチャ判定手段による判定結果に基づいて、前記重複領域における画素値が所
定の範囲に入るように前記画像の画素値を調整する調整手段と、
　前記調整手段により画素値が調整された前記画像同士を前記重複領域が合致するように
合成する合成手段と
　を備えたことを特徴とする画像合成装置。
【請求項９】
　前記連続的に撮像された画像の各画像は、撮像範囲が略一方向に移動されながら撮像さ
れた画像であることを特徴とする請求項８に記載の画像合成装置。
【請求項１０】
　画像合成装置における画像合成方法において、
　連続的に撮像された画像を取得する画像取得ステップと、
　前記画像取得ステップにて取得された画像同士の重複領域を特定する重複領域特定ステ
ップと、
　前記重複領域特定ステップにより特定された重複領域内のテクスチャの量が所定の閾値
以下か否かを判定するテクスチャ判定ステップと、
　前記テクスチャ判定ステップによる判定結果に基づいて、前記重複領域における画素値
が所定の範囲に入るように、前記画像同士の画素値を調整する調整ステップと、
　前記調整ステップにて画素値が調整された前記画像同士を前記重複領域が合致するよう
に合成する合成ステップと
　を含むことを特徴とする画像合成方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、
　連続的に撮像された画像を取得する画像取得手段、
　前記画像取得手段により取得された画像同士に重複領域を特定する重複領域特定手段、
　前記重複領域特定手段により特定された重複領域内のテクスチャの量が所定の閾値以下
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か否かを判定するテクスチャ判定手段、
　前記テクスチャ判定手段による判定結果に基づいて、前記重複領域における画素値が所
定の範囲に入るように、前記画像同士の画素値を調整する調整手段、
　前記調整手段で画素値が調整された前記画像同士を前記重複領域が合致するように合成
する合成手段
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パノラマ画像を撮影するのに好適な撮像装置、画像合成方法、及びプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、ユーザがシャッタスイッチを押し下げ操作した状態を維持しながら
、デジタルカメラを垂直方向にほぼ固定したまま水平方向に回転させるように移動させな
がら撮像する。これにより、デジタルカメラは、これら撮像した画像同士の一部の領域を
継ぎ合わせるように合成することで、パノラマ画像を生成するという技術が知られている
（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－３０３５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１の技術では、画像を撮像する際にシャッターを切るタイ
ミングと撮像素子の露光のタイミングとを完全に一致させることが一般に困難であるため
、撮像した画像の露出値が一つ一つ異なってしまう。上記のような理由により、上記特許
文献１では、合成されたパノラマ画像の輝度等のバランスに違和感が生じるという問題が
あった。
【０００５】
　そこで本発明は、連続的に撮像した画像を合成する際に、合成画像同士の重複領域にお
ける画素値が所定の許容範囲に入るように調整することで、合成後の画像の違和感を低減
させることができる撮像装置、画像合成方法、及びプログラムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明は、画像を連続的に撮像する撮像手段と、前記撮像手
段により連続的に撮像された画像同士の重複領域を特定する重複領域特定手段と、前記重
複領域特定手段により特定された重複領域内のテクスチャの量が所定の閾値以下か否かを
判定するテクスチャ判定手段と、前記テクスチャ判定手段による判定結果に基づいて、前
記重複領域における画素値が所定の範囲に入るように前記画像同士の画素値を調整する調
整手段と、前記調整手段により画素値が調整された前記画像同士を前記重複領域が合致す
るように合成する合成手段とを備えたことを特徴とする撮像装置である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、連続的に撮像した画像を合成する際に、合成画像同士の重複領域にお
ける画素値が所定の許容範囲に入るように調整することで、合成後の画像の違和感を低減
させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図２】通常の撮像モードを説明するための概念図である。
【図３】本第１実施形態によるデジタルカメラ１でのパノラマ撮像モードを説明するため
の概念図である。
【図４】本第１実施形態によるデジタルカメラ１の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図５】本第１実施形態によるデジタルカメラ１での連写処理＆合成処理の動作を説明す
るためのフローチャートである。
【図６】本第１実施形態による、合成処理での動作を説明するための概念図である。
【図７】本第１実施形態による、合成処理での動作を説明するための概念図である。
【図８】本第２実施形態の動作を説明するための概念図である。
【図９】本第２実施形態の動作を説明するための概念図である。
【図１０】本第２実施形態の動作を説明するための概念図である。
【図１１】本発明による合成処理の効果を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１０】
Ａ．第１実施形態
　図１は、本発明の第１実施形態によるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
図において、デジタルカメラ１は、撮像部２、撮像制御部３、画像処理部４、移動距離計
測部５、ＣＰＵ７、ＲＡＭ８、ＲＯＭ９、記録部１０、表示部１１、及びキー入力部１２
を備えている。
【００１１】
　撮像部２は、フォーカスレンズ、ズームレンズなどのレンズ群、撮像素子（ＣＣＤなど
）を含み、撮像制御部３からの制御信号に従って、オートフォーカシング、絞り、ズーミ
ングなどを調整し、撮像素子によりレンズ群を介して投影された被写体の光を電気信号に
変換し、撮像信号として出力する。撮像制御部３は、ＣＰＵ７の制御の下、撮像部２の撮
像動作を制御する。
【００１２】
　画像処理部４は、撮像部２により撮像された画像データの画像処理（画素補間処理、γ
補正、輝度色差信号の生成、ホワイトバランス処理、露出補正処理等）、画像データの圧
縮・伸張（例えば、ＪＰＥＧ形式やＭｏｔｉｏｎ－ＪＰＥＧ形式又はＭＰＥＧ形式の圧縮
・伸張）の処理、複数の撮像画像を合成する処理などを行う。
【００１３】
　特に、本第１実施形態では、画像処理部４は、重複領域判定部２０と、特徴点判定部２
１と、輝度調整部２２と、画像位置調整部２３と、画像合成部２４とを備えている。重複
領域判定部２０は、パノラマ撮影時に所定の時間間隔（例えば、７ｆｐｓとか、１０ｆｐ
ｓなど）で順次撮像される画像（全てが合成用画像として取り込まれるわけではない）の
重複領域を判定する他、水平移動中に所定の位置（合成用画像の取り込み位置）で撮像さ
れた合成用画像同士の重複領域を判定する。
【００１４】
　特徴点判定部２１は、上記重複領域における特徴点からテクスチャ（画素レベルに変化
がある領域）がない（少ない）領域を判定する。特徴点の抽出としては、ＤＯＧや、ＨＯ
Ｇ、Ｈａｒｒｉｓ法や、主曲率法などを用いたコーナ検出や、他の手法を用いてもよい。
輝度調整部２２は、上記重複領域にテクスチャがない領域が所定の閾値以上存在する場合
に、そのテクスチャがない領域の輝度がほぼ同一となるように（双方の輝度の平均値が所
定の許容範囲に入るように）、合成用画像同士の輝度を調整する。画像位置調整部２３は
、上記重複領域の特徴点に基づいて、隣り合う画像同士の位置を調整する。画像合成部２
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４は、位置が調整された隣り合う画像同士を合成し、１つの繋がった合成画像（パノラマ
画像）を生成する。
【００１５】
　移動距離計測部５は、パノラマ撮影時にデジタルカメラを垂直方向にほぼ固定したまま
水平方向に回転させるように移動させる際のデジタルカメラの移動距離を計測する。パノ
ラマ撮影時には、デジタルカメラ１は、所定の時間間隔（例えば、７ｆｐｓとか、１０ｆ
ｐｓなど）で順次撮像している。実際にパノラマ画像を合成するためには、順次撮像され
ている画像のうち、デジタルカメラ１が所定の位置に到達する度に、その時点で撮像され
た画像を、合成用画像としてＲＡＭ８に取り込んで保存すればよい。
【００１６】
　そのためには、デジタルカメラ１が所定の位置に到達したこと、あるいは所定の位置ま
で移動したことを検知する必要、すなわちデジタルカメラ１の移動距離を計測する必要が
ある。ゆえに、移動距離計測部５としては、デジタルカメラ１の移動を検出可能なジャイ
ロセンサや、加速度センサ、あるいは、画像処理を用いればよい。
【００１７】
　本第１実施形態では、画像処理を用いて、デジタルカメラ１が所定の位置に到達したこ
とを検出している。パノラマ撮影時には、デジタルカメラ１は、所定の時間間隔（例えば
、７ｆｐｓとか、１０ｆｐｓなど）で順次撮像している。そこで、順次撮像される画像の
重複領域の程度を逐次判定することにより、デジタルカメラ１が所定の位置（合成画像取
得位置）まで移動したか否かを判定する。
【００１８】
　例えば、１つの前の合成用画像の１／３程度重なっている画像が撮像された場合、デジ
タルカメラ１が所定の位置（合成画像取得位置）まで移動したと判定し、該撮像画像を合
成用画像としてＲＡＭ８に取り込めばよい。このように、順次撮像される画像の重複領域
の程度を判定することにより、デジタルカメラ１が所定の位置（合成画像取得位置）に到
達する度に、その時点で撮像した画像を合成用画像としてＲＡＭ８に取り込めばよい。
【００１９】
　ＣＰＵ７は、デジタルカメラ１の各部を制御するワンチップマイコンである。特に、本
第１実施形態では、ＣＰＵ７は、パノラマ撮影時においてユーザがデジタルカメラ１を動
かしている間に、所定の時間間隔（例えば、７ｆｐｓとか、１０ｆｐｓなど）で順次撮像
し、終端に到達するか、パノラマ撮影が終了するまで、所定の位置（合成画像取得位置）
に到達する度に撮像画像を合成用画像としてＲＡＭ８に取り込むべく、撮像制御部３、画
像処理部４、移動距離計測部５などを制御する。
【００２０】
　また、ＣＰＵ７は、該取り込んだ複数の撮像画像を、一部が重複するように（例えば、
透過度を変えながら）合成し、広角で撮像したような１枚の合成画像（パノラマ画像）を
生成すべく各部を制御する。このとき、重複領域における輝度ムラがなくなるように、合
成する画像同士の輝度を調整するようになっている。なお、画像合成の詳細については後
述する。
【００２１】
　ＲＡＭ８は、撮像部２によって撮像された画像データを一時記憶するバッファメモリと
して使用されるとともに、ＣＰＵ７のワーキングメモリとして使用される。ＲＯＭ９は、
ＣＰＵ７によるデジタルカメラ１の各部の制御に必要なプログラム、及び各部の制御に必
要なデータが記録されている。ＣＰＵ７は、このプログラムに従って処理を行う。
【００２２】
　記録部１０は、複数の撮像から合成された合成画像（パノラマ画像）を記録する。表示
部１１は、カラーＬＣＤとその駆動回路を含み、撮像待機状態にあるときには、撮像部２
によって撮像された被写体をスルー画像として表示し、記録画像の再生時には、記録部１
０から読み出され、伸張された記録画像を表示させる。キー入力部１２は、シャッタＳＷ
（スイッチ）、ズームＳＷ、モードキー、ＳＥＴキー、十字キー等の複数の操作キーを含
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み、ユーザのキー操作に応じた操作信号をＣＰＵ７に出力する。
【００２３】
　図２は、通常の撮像モードを説明するための概念図である。デジタルカメラ１で、通常
の撮像モードで撮影する場合には、図２に示すように、当該デジタルカメラ１の撮像系が
有する画角の範囲の画像３０しか撮影できない。
【００２４】
　図３は、本第１実施形態によるデジタルカメラ１でのパノラマ撮像モードを説明するた
めの概念図である。ユーザは、所望する景色に対して、デジタルカメラ１を構え、例えば
、左端でシャッタＳＷを押下（半押し→全押し）し、図３に示す矢印のように、シャッタ
ＳＷを押下した左端から右方向に動かしていく。デジタルカメラ１では、所定の時間間隔
（例えば、７ｆｐｓとか、１０ｆｐｓなど）で順次撮像し、終端に到達するか、パノラマ
撮影が終了するまで、所定の位置に到達する度に撮像した画像（合成用画像）をＲＡＭ８
に取り込み、取り込んだ合成用画像を順次合成することで、１つの合成画像（パノラマ画
像）３１を生成する。
【００２５】
　次に、上述した第１実施形態の動作について説明する。
　図４は、本第１実施形態によるデジタルカメラ１の動作を説明するためのフローチャー
トである。まず、ＣＰＵ７は、シャッタＳＷが半押しされると（ステップＳ１０）、ＡＦ
（オートフォーカス）処理を実行するよう撮像制御部３を制御する（ステップＳ１２）。
ユーザは、シャッタＳＷを全押した後、デジタルカメラ１を水平方向に回転させるように
移動させる（図３を参照）。
【００２６】
　ＣＰＵ７は、シャッタＳＷが全押しされると（ステップＳ１４）、撮像制御部３を制御
し、所定の時間間隔（例えば、７ｆｐｓとか、１０ｆｐｓなど）で順次撮像させ、所定の
位置に到達する度に撮像した画像をＲＡＭ８に取り込むとともに、カメラ移動速度を計算
し、取り込んだ画像を順次合成することで、１つの合成画像（パノラマ画像）３１を生成
する（ステップＳ１８）。なお、連写処理＆合成処理の詳細については後述する。
【００２７】
　次に、ＣＰＵ７は、連写終了であるか否かを判断する（ステップＳ２０）。連写終了は
、例えば、ユーザ（ユーザ操作）により終了信号が発生した場合や、カメラ移動が大きく
外れるなどして画像取得にエラーが発生した場合、パノラマ画像の最大サイズを超えるな
ど、画像取得方向への移動距離が閾値を超えた場合などを契機とする。そして、連写が終
了していない場合には（ステップＳ２０のＮＯ）、ＣＰＵ７による処理は、ステップＳ１
８に戻り、連写処理＆合成処理を継続する。一方、連写が終了した場合には（ステップＳ
２０のＹＥＳ）、当該処理を終了する。
【００２８】
　図５は、本第１実施形態によるデジタルカメラ１での連写処理＆合成処理の動作を説明
するためのフローチャートである。また、図６、及び図７は、本第１実施形態による、合
成処理での動作を説明するための概念図である。なお、該連写処理＆合成処理の実行中、
ＣＰＵ７は、撮像制御部３を制御し、撮像部２により、所定の時間間隔（例えば、７ｆｐ
ｓとか、１０ｆｐｓなど）で順次撮像している。該撮像画像は、全て合成用画像としてＲ
ＡＭ８に取り込まれるわけでなく、取り込み位置で撮像された画像でなければ廃棄される
。
【００２９】
　まず、ＣＰＵ７は、デジタルカメラ１が一定距離動いたか否かを判断する（ステップＳ
３０）。重複領域判定部２０は、所定の時間間隔で順次撮像されている画像の重複領域を
判定することにより、撮像された画像が合成用画像としてＲＡＭ８に取り込むべき画像で
あるか否かを判断している。合成用画像として取り込むべき画像とは、１つ前に取り込ん
だ合成用画像と所定の領域（例えば、１／３など）だけ重複した画像のことである。
【００３０】



(7) JP 5609742 B2 2014.10.22

10

20

30

40

50

　つまり、合成用画像として取り込むべき画像であれば、所定の位置に到達したことにな
り、デジタルカメラ１が一定距離動いたことになる。言い換えると、重複している領域が
大きければ、まだ、所定の位置に到達しておらず、重複している領域が小さければ、所定
の位置を通りすぎたことになる。
【００３１】
　そして、デジタルカメラ１が一定距離動いていない場合には（ステップＳ３０のＮＯ）
、まだ、所定の位置に到達していないので、ＣＰＵ７は、ステップＳ３０を繰り返し実行
する。一方、デジタルカメラ１が一定距離動いた場合には（ステップＳ３０のＹＥＳ）、
ＣＰＵ７は、そのときの撮像画像をＲＡＭ８に取り込んで保存する（ステップＳ３２）。
【００３２】
　次に、特徴点判定部２１は、画像同士の重複領域で特徴点の有無を判定することで、テ
クスチャの有無を判定する（ステップＳ３４）。図６に示すように、画像合成部２４は、
合成用画像４０－１と合成用画像４０－２とを、重複領域４１－１、４１－２が重なるよ
うに合成する。重複領域４１－１と重複領域４１－２とでは、その上部にテクスチャがな
い領域（画素レベルで平坦な領域）が存在する。
【００３３】
　次に、特徴点判定部２１は、テクスチャがない領域が所定の閾値（例えば、全体の１／
３）以上であるか否かを判断する（ステップＳ３６）。これは、テクスチャがない領域が
小さい場合には、輝度平滑化の効果があまり得られないためである。そして、テクスチャ
がない領域が所定の閾値（例えば、全体の１／３）以上ない場合には、画像合成部２４は
、１つ前の合成用画像と今回取り込んだ合成用画像とをそのまま合成する（ステップＳ４
０）。その後、処理は、図４に示すメインルーチンに戻る。
【００３４】
　一方、図７に示すように、テクスチャのない領域４２－１、４２－２が全体のほぼ半分
程度ある場合、すなわち、テクスチャがない領域が所定の閾値（例えば、全体の１／３）
以上である場合には、輝度調整部２２により、テクスチャのない領域４２－１、４２－２
の輝度がほぼ同一となるように平滑化することで（双方の輝度の平均値が所定の許容範囲
に入る程度に同一となるようにすることで）、合成用画像同士（あるいは後から撮像され
た合成用画像）の輝度を調整する（ステップＳ３８）。その後、画像合成部２４は、１つ
前の合成用画像と今回取り込んだ合成用画像とをそのまま合成する（ステップＳ４０）。
その後、処理は、図４に示すメインルーチンに戻る。
【００３５】
　そして、パノラマ撮影による連写が終了するまで、順次取り込まれる複数の合成用画像
のそれぞれに対して、合成用画像の輝度調整、輝度調整後の合成用画像の合成を行うこと
により、１つの繋がった合成画像（パノラマ画像）が得られることになる。
【００３６】
　上述した第１実施形態によれば、合成用画像の一部を重複させて合成する際に、重複領
域内のテクスチャがない領域の輝度がほぼ同一となるように平滑化することで（双方の輝
度の平均値が所定の許容範囲に入る程度に同一となるようにすることで）、合成用画像同
士（あるいは後から撮像された合成用画像）の輝度を調整した後、合成用画像同士を合成
するようにしたので、連続的に撮像した画像を合成する際に、合成後の画像の違和感を低
減させることができる。
【００３７】
Ｂ．第２実施形態
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
　本第２実施形態では、画像合成を行う際に、重複領域の幅（ブレンド幅）を、テクスチ
ャが存在する領域と、テクスチャが存在しない領域とで変えることで、重複領域の輝度差
をより緩和することを特徴とする。
【００３８】
　図８から図１０は、本第２実施形態の動作を説明するための概念図である。図８に示す
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ように、前述した図６と同様に、合成用画像４０－１と合成用画像４０－２とを、重複領
域４１－１、４１－２が重なるように合成する。重複領域４１－１と重複領域４１－２と
では、その上部にテクスチャがない領域（空の部分）が存在する。
【００３９】
　テクスチャが多いか否かは、特徴点の数の違いで判断すればよい。特徴点の数が所定の
閾値以下であれば、テクスチャが少ないと判断し、特徴点の数が所定の閾値より多ければ
、テクスチャが多いと判断する。そして、図９に示すように、テクスチャが少ない部分で
は、重複領域４１－１、４１－２の幅（ブレンド幅）を大きくし、テクスチャが多い部分
では、相対的に重複領域４１－１、４１－２の幅（ブレンド幅）を小さくする。
【００４０】
　そして、図１０に示すように、輝度調整部２２により、重複領域４１－１、４１－２の
輝度がほぼ同一となるように平滑化することで（双方の輝度の平均値が所定の許容範囲に
入る程度に同一となるようにすることで）、合成用画像同士（あるいは後から撮像された
合成用画像）の輝度を調整した後、画像合成部２４により、合成用画像同士を合成する。
【００４１】
　上述した第２実施形態によれば、画像合成を行う際に、重複領域の幅（ブレンド幅）を
、テクスチャが多い領域と、テクスチャが少ない領域とで変えることで、重複領域の輝度
差をより緩和することができる。
【００４２】
　図１１は、本発明による合成処理の効果を示す模式図である。図１１に示すように、従
来技術のように、単純に画像合成を行うと、画像を撮像する際にシャッターを切るタイミ
ングと撮像素子の受光タイミングとを完全に一致させることが一般に困難であるため、合
成後のパノラマ画像５０において重ね合わせた部分に明暗差が生じてしまう。
【００４３】
　これに対して、本発明では、合成用画像の一部を重複させて合成する際に、重複領域内
のテクスチャがない（テクスチャが少ない）領域の輝度がほぼ同一となるように平滑化す
ることで（双方の輝度の平均値が所定の許容範囲に入る程度に同一となるようにすること
で）、合成用画像同士（あるいは後から撮像された合成用画像）の輝度を調整した後、合
成用画像同士を合成するようにしたので、合成後のパノラマ画像６０において重ね合わせ
た部分での違和感を低減させることができる。
【００４４】
　なお、上述した第１、第２実施形態では、実際のパノラマ撮影での連写中にその都度合
成するようにしたが、デジタルカメラ１が所定の位置に到達する度に撮像された画像を、
合成用画像として取り込んで保存した後、全ての合成用画像が得られた時点で、全体の輝
度のばらつきを判別し、例えば、その中の中間の輝度を有する合成用画像を基準に、それ
ぞれの重複領域内のテクスチャがない領域の輝度がほぼ同一となるように平滑化すること
で（双方の輝度の平均値が所定の許容範囲に入る程度に同一となるようにすること）、合
成用画像の輝度を調整した後、合成用画像同士を合成するようにしてもよい。
【００４５】
　以上、この発明のいくつかの実施形態について説明したが、この発明は、これらに限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものであ
る。
　以下に、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００４６】
（付記１）
　付記１に記載の発明は、画像を連続的に撮像する撮像手段と、前記撮像手段により連続
的に撮像された画像同士に重複領域があるか否かを判断する判断手段と、前記判断手段に
より重複領域があると判断されると、前記重複領域における画素値が所定の許容範囲に入
るように前記画像の画素値を調整する調整手段と、前記調整手段により画素値が調整され
た前記画像同士を前記重複領域が合致するように合成する合成手段とを備えたことを特徴
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とする撮像装置である。
【００４７】
（付記２）
　付記２に記載の発明は、前記重複領域に占めるテクスチャが少ない領域の割合が所定の
閾値以上であるか否かを判定する判定手段を更に備え、前記調整手段は、前記判定手段に
よりテクスチャが少ない領域の割合が所定の閾値以上であると判定された場合には、前記
テクスチャが少ない領域における画素値が所定の許容範囲に入るように、前記画像の画素
値を調整し、前記判定手段によりテクスチャが少ない領域の割合が所定の閾値以上でない
と判定された場合には、前記画像の画素値を調整しないことを特徴とする付記１記載の撮
像装置である。
【００４８】
（付記３）
　付記３に記載の発明は、前記調整手段は、前記判定手段によりテクスチャが少ない領域
の割合が所定の閾値以上であると判定された場合には、テクスチャがある領域に比べ、前
記テクスチャが少ない領域の幅を広げて、前記重複領域における画素値が所定の許容範囲
に入るように前記画像の画素値を調整することを特徴とする付記２に記載の撮像装置であ
る。
【００４９】
（付記４）
　付記４に記載の発明は、前記判定手段は、前記重複領域の特徴点を検出し、前記重複領
域における特徴点の分布状態に基づいて、テクスチャがある領域とテクスチャが少ない領
域とを判別することを特徴とする付記２または３に記載の撮像装置である。
【００５０】
（付記５）
　付記５に記載の発明は、前記画素値とは、輝度値であることを特徴とする付記１から４
のいずれかに記載の撮像装置である。
【００５１】
（付記６）
　付記６に記載の発明は、画像を撮像する撮像手段を備える撮像装置での画像合成方法に
おいて、前記撮像手段に画像を連続的に撮像させる撮像制御ステップと、前記撮像ステッ
プにて連続的に撮像された画像同士に重複領域があるか否かを判断する判断ステップと、
前記判断ステップにて重複領域があると判断されると、前記重複領域における画素値が所
定の許容範囲に入るように、前記画像の画素値を調整する調整ステップと、前記調整ステ
ップにて画素値が調整された前記画像同士を前記重複領域が合致するように合成する合成
ステップとを含むことを特徴とする画像合成方法である。
【００５２】
（付記７）
　付記７に記載の発明は、撮像手段を備える撮像装置のコンピュータを、前記撮像手段に
画像を連続的に撮像させる撮像制御手段、前記撮像手段により連続的に撮像された画像同
士に重複領域があるか否かを判断する判断手段、前記判断手段により重複領域があると判
断されると、前記重複領域における画素値が所定の許容範囲に入るように、前記画像の画
素値を調整する調整手段、前記調整手段で画素値が調整された前記画像同士を前記重複領
域が合致するように合成する合成手段として機能させることを特徴とするプログラムであ
る。
【符号の説明】
【００５３】
　１　デジタルカメラ
　２　撮像部
　３　撮像制御部
　４　画像処理部
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　５　移動距離計測部
　７　ＣＰＵ
　８　ＲＡＭ
　９　ＲＯＭ
　１０　記録部
　１１　表示部
　１２　キー入力部
　２０　重複領域判定部
　２１　特徴点判定部
　２２　輝度調整部
　２３　画像位置調整部
　２４　画像合成部
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